
 

 

 

１ 投票関係 

（１）投票用紙の交付誤り（１８件） 
   

○ 選挙人１人に対して、投票用紙を交付する際、誤って２枚交付した。（１３件） 

○ 選挙人に対して、投票用紙を交付する際、誤って別の用紙を交付した。（１件） 

○ 複数の選挙が実施される投票所において、投票用紙の確認を怠り、異なる選挙の

投票用紙を誤って交付した。（３件） 

○ 投票用紙の交付漏れをした。（１件） 

 
 （２）本人確認誤り等（５６件） 
   

○ 既に期日前投票済、不在者投票済又は当日投票済の選挙人が、再度期日前投票所

又は当日投票所を訪れた際に、投票用紙を交付した。（１６件） 

○ 県外又は市区町村外に転出したため投票できない者に対し、投票用紙を交付し

た。（２３件） 

○ 名簿対照の際に、本人と異なる選挙人を投票済みと処理していた。（４件） 
○ 指定された投票区と異なる投票区を訪れた選挙人に対して投票させた。（３件） 

○ 家族分の投票所入場券を持参した選挙人に対して、投票用紙を交付した。（８

件） 

○ 同一県内の別市区町村に転出した者について、投票ができない者であることの確

認を怠り、投票用紙を交付した。（２件）  

 
（３）候補者の氏名等掲示の誤り等（２件） 

   

○ 誤った候補者氏名が記載された状態で氏名等掲示を行った。（１件） 

○ 車椅子用の記載台の氏名等掲示について、誤って他の選挙の氏名等掲示を掲示し

た。（１件） 

 
(４) 投票受付システムの停止（４件） 

 
○ 投票受付システムが停止し、投票を待たせる時間が生じた。（４件） 

 
(５) その他（７件） 

  
○ 投票用紙の補充をするための予備の投票用紙を入れている倉庫の鍵が見つから

ず、探している間に投票用紙がなくなり、投票用紙を交付できない時間が数分間生
じた。（１件） 

○ 車椅子用の記載台を利用する選挙人に対して、別の選挙の候補者一覧を提供し
た。（１件） 

○ 選挙人名簿抄本等を持参することになっていた投票所事務従事者が、投票開始時
刻に到着せず、受付開始時刻が遅れた。（２件） 

○ 投票管理者の体調不良により、職務代理者を含め、投票管理者が不在となる時間
帯があった。（１件） 

○ 代理投票を行う際に、県議会議員選挙の投票用紙に市議会議員選挙の候補者氏名
の代理記載を行ってしまった。（１件） 

○ 誤って成年後見人に成年被後見人の代理で投票させてしまった。（１件） 
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２ 開票関係 

（１）開票集計の遅延（１件） 

 
○ 投票者数より投票総数が多いことについて、原因調査を行ったため、開票確定が

遅れた。（１件） 
 

（２）その他（２件） 

 
○ 同一の政党に属する者３人を開票立会人に選任した。（１件） 
○ 選挙立会人を定めるくじの対象から届出のあった選挙立会人の１人が除外されて

いた。（１件） 

 
３ 選挙公営関係 

（１）選挙公報関係（８件） 
 
○ 候補者情報に記載誤りや記載漏れがあった。（４件） 
○ 選挙公報の印刷サイズに誤りがあった。（１件） 
○ 一部の地域において、他の地域の選挙公報が配布された。（１件） 
○ 梱包済みの選挙公報について、他の地域の選挙公報が混入していた。（１件） 
○ 一部の世帯において、選挙公報が期限までに配布されていなかった。（１件） 

 
（２）ポスター掲示場関係（３件） 

 
○ ポスター掲示場の区画番号に記載誤りがあった。（２件） 
○ ポスター掲示場が倒壊し、負傷者が生じた。（１件） 

 

（３）公営物資関係（８件） 
 
○ ビラ証紙について、本来交付すべき候補者ではない候補者に交付した。（１件） 
○ ビラ証紙について、候補者の届出順位とは異なる番号の証紙を交付した。（５

件） 
○ 町議会議員選挙のビラ証紙を準備していなかった。（１件） 
○ ２種類以内でなければならないところ、３種類のビラを受理し、証紙を交付し

た。（１件） 

 
４ 選挙犯罪 

  （１）詐偽投票（１件） 
   
  ○ 共通投票所において、他人の投票所入場券を使用して投票が行われた。（１件） 

 
５ その他実務関係 

  （１）投票所入場券の記載誤り（５件） 
   

○ 誤った投票所名、選挙期日、期日前投票期間等を記載した投票所入場券を選挙人
に送付した。（４件） 

○ 投票所入場券に同封した投票所変更チラシにおいて、地図上で示した投票所の場
所が誤っていた。（１件） 

 
  （２）投票所入場券の誤発送（１件） 

 
○ 一部の投票区において、投票所入場券を重複して発送した。（１件） 

 



 

（３）不在者投票用紙等の発送誤り等（１０件） 
  

○ オンライン又は書面により不在者投票用紙等の請求があったが、選管において確
認を怠り、投票用紙等を送付しなかった。（５件） 

○ 指定施設での不在者投票において、投票用紙等の請求漏れがあった。（１件） 
○ 郵便物の確認漏れにより、一部不在者投票が無効となった。（１件） 
○ 指定施設での不在者投票において、受け付けた不在者投票を本来の選管に送付せ

ずに、都道府県の選管に送付した。（１件）  
○ 請求のあった不在者投票用紙等とは別の選挙の不在者投票用紙等を送付した。

（１件） 
○ 不在者投票開封作業者が外封筒を開封するにあたり、自動開封機の操作方法を誤

り、封筒内の投票用紙を裁断した。（１件） 
 
  (４) その他（７件） 

 
○ 立候補届出の告示、ホームページの候補者情報、報道機関への情報提供等におい

て、候補者氏名等に誤記があった。（２件） 
○ 候補者から提出のあった選挙公報の音声読み上げ対応データについて、一部の候

補者のデータが都道府県のホームページに掲載が漏れていた。（１件） 
○ ホームページで公表している候補者情報のうち、ウェブサイト等のアドレスのリ

ンク情報を誤って設定した。（１件） 
○ 立候補予定者説明会で配布した主要事務日程表において、「選挙の効力に関する

異議申出期限」「当選の効力に関する異議申出期限」の日程を誤記載した。（１
件） 

○ 選挙人名簿抄本を投票所に送致中、一時的に紛失した。（１件） 
○ 市議会議員に欠員が生じたため、くじにより当選とならなかった者を繰上補充す

る必要があったが、当該事務手続を行っていなかった。（１件） 

 

６ 速報関係 

（１）投票関係（２０件） 
 
【二重計上】 
○ 投票者数を報告する際に、不在者投票者や点字投票者など投票者の一部を二重に

計上して報告した。（６件） 
【計上漏れ】 
○ 投票者数を報告する際、期日前投票者や不在者投票者など投票者の一部の計上が

漏れていた。（５件） 
○ 当日有権者数を報告する際に、転出前に期日前投票を行った者の件数を当日有権

者数に算入しないまま報告した。（２件） 
【システムへの入力誤り】 
○ 投票用紙を返却した選挙人の投票についてシステム上の返票処理を行わず、期日

前投票数が多いまま報告した。（１件） 
【その他】 
○ 引続居住証明書類を提示して投票した者の数について、投票者総数の内数ではな

く外数であると誤解し、当該人数を差し引いた数値で投票者総数を報告した。（２
件） 

○ 市長選挙の投票結果について、誤って別の選挙の数値を報告した。（１件） 
○ 一部の投票者数を重複して計上していると誤認し、修正公表を行ったが、重複計

上していないことが判明し、再度修正公表することとなった。（１件） 
○ 電子メールがメンテナンス中であったことから、市選挙管理委員会からＦＡＸで

報告を受けた後、記載方法が誤っていたことから県選挙管理委員会において数値を
修正した際に、記載を誤ってしまった。（１件） 

○ 町選挙管理委員会から投票結果が誤っていたとの修正報告を受けたが、当該修正
について総務省への報告を失念した。（１件） 



 

（２）開票関係（２件） 
 
○ 按分計算を誤った状態で開票結果を報告した。（１件） 
○ 候補者の得票数を誤って入力し、開票結果を報告した。（１件） 

 








